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特
集
　
死
刑
制
度
と
被
害
者
支
援
に
つ
い
て
考
え
る

死
刑
存
廃
論
に
お
け
る
一
つ
の
視
点

︱
︱
応
報
的
正
義（Retributive Justice

）か
ら
修
復
的
正
義（Restorative Justice

）へ
︱
︱

高　
　

橋　
　

則　
　

夫

一　

こ
れ
ま
で
の
死
刑
存
廃
論

二　

被
害
者
（
遺
族
）
と
死
刑
制
度

三　

被
害
者
（
遺
族
）
と
刑
事
司
法

四　

応
報
か
ら
修
復
・
回
復
へ

五　

被
害
者
関
係
的
刑
事
司
法
か
ら
修
復
的
司
法
へ

六　

こ
れ
か
ら
の
課
題

一　

こ
れ
ま
で
の
死
刑
存
廃
論

　

わ
が
国
に
お
け
る
死
刑
論
議
は
、
す
で
に
論
点
が
出
つ
く
し
た
感
が
あ
り
、
残
る
は
チ
ョ
イ
ス
の
問
題
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の



14

法学研究 86 巻 6 号（2013：6）

世
界
観
、
価
値
観
か
ら
の
決
断
の
段
階
に
あ
る
と
い
え
よ
う）1
（

。

　

死
刑
廃
止
論
か
ら
は
、
①
人
道
上
の
禁
止
（
死
刑
＝
野
蛮
か
つ
残
虐
）、
②
国
民
に
殺
人
を
禁
止
す
る
一
方
で
、
国
家
に
よ
る
殺
人

を
認
め
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
、
③
国
家
が
与
え
ら
れ
な
い
生
命
を
奪
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
④
死
刑
囚
に
対
す
る
改
善
の
余
地
が

な
く
な
る
（
教
育
刑
）、
⑤
動
的
な
刑
罰
の
性
格
に
不
適
切
で
あ
る
、
⑥
犯
罪
者
・
一
般
人
に
威
嚇
力
は
な
い
、
⑦
誤
判
の
場
合
に

回
復
が
困
難
で
あ
る
、
な
ど
が
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
死
刑
存
置
論
は
、
①
と
②
と
③
に
対
し
て
は
、
生
命
を
奪
っ
た
犯
罪
こ
そ
非
人
道
的
で
あ
る
、
④
と
⑤
に
対
し

て
は
、
刑
罰
の
目
的
は
因
果
応
報
で
あ
る
、
⑥
に
対
し
て
は
、
死
刑
の
威
嚇
力
は
あ
る
、
⑦
に
対
し
て
は
、
誤
判
は
死
刑
に
限
ら
な

い
、
な
ど
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
両
者
譲
ら
ず
、
水
掛
け
論
的
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
国
家
対
加
害
者
と
い
う
枠
組
み
と
被
害
者
対
加
害

者
と
い
う
枠
組
み
の
関
係
性
と
い
う
視
点
か
ら
死
刑
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
点
は
、
現
在
、
被
害
者
遺
族
の
応
報
感
情
の
充
足
と

い
う
点
が
死
刑
存
置
論
の
重
要
な
論
拠
と
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。

二　

被
害
者
（
遺
族
）
と
死
刑
制
度

　

被
害
者
（
遺
族
）
と
死
刑
の
問
題
は
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
や
光
市
母
子
殺
害
事
件
な
ど
に
お
い
て
、
議
論
が
活
発
化
し
た
。
光

市
母
子
殺
害
事
件
差
戻
し
控
訴
審
（
広
島
高
判
二
〇
〇
八
年
四
月
二
二
日
高
刑
速
報
（
二
〇
〇
八
）
平
成
二
〇
年
五
号
二
〇
一
頁
）
は
、

元
少
年
（
犯
行
当
時
一
八
歳
一
ヶ
月
）
に
対
し
て
死
刑
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
被
害
者
遺
族
の
思
い
が
メ
デ
ィ
ア

を
通
し
て
広
範
に
報
道
さ
れ
た
結
果
、
国
民
の
多
大
な
関
心
事
と
な
っ
た
。
こ
の
控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
検

討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
と
く
に
犯
罪
被
害
者
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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最
高
裁
は
、「
連
続
ピ
ス
ト
ル
射
殺
事
件
（
永
山
事
件
）」（
最
判
一
九
八
三
年
七
月
八
日
刑
集
三
七
巻
六
号
六
〇
九
頁
）
に
お
い
て
、

犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
態
様
と
く
に
殺
害
の
手
段
方
法
の
執
拗
性
・
残
虐
性
、
結
果
の
重
大
性
と
く
に
殺
害
さ
れ
た
被
害
者
の
数
、

遺
族
の
被
害
感
情
、
社
会
的
影
響
、
犯
行
時
の
年
齢
、
前
科
、
犯
行
後
の
情
状
と
い
う
九
項
目
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
刑
事
責
任
が

き
わ
め
て
重
大
で
、
罪
刑
均
衡
の
見
地
な
ど
か
ら
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
死
刑
の
選
択
も
許
さ
れ
る
、
と
判
示
し
た）2
（

。

　

ま
ず
は
、
こ
の
永
山
基
準
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
永
山
基
準
は
抽
象
的
な
指
針
に
す
ぎ
ず
、

個
別
事
案
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、「
例
外
的
に
死
刑
」
と
い
う
基
準
を
採
用
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
光

市
母
子
殺
害
事
件
で
破
棄
差
戻
し
た
最
高
裁
判
決
（
最
判
二
〇
〇
六
年
六
月
二
〇
日
判
タ
一
二
一
三
号
八
九
頁
）
は
、
永
山
基
準
を
前

提
と
し
つ
つ
も
、「
原
則
的
に
死
刑
」
と
い
う
基
準
を
採
用
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い）3
（

。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
が
悪
質
な
場
合
に
は

原
則
と
し
て
死
刑
で
あ
り
、
と
く
に
酌
量
す
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
例
外
的
に
死
刑
を
回
避
す
る
と
い
う
考
え
方
が
表
明

さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
件
は
、
被
害
者
の
数
と
被
告
人
の
年
齢
な
ど
の
点
で
、
こ
の
よ
う
な
「
原
則
・
例
外
の
逆

転
」
と
い
う
判
断
を
簡
単
に
は
下
す
こ
と
の
で
き
な
い
限
界
事
例
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

最
高
裁
が
こ
の
よ
う
な
判
断
を
行
い
、
控
訴
審
判
決
も
そ
れ
に
従
っ
た
の
は
、
九
項
目
の
永
山
基
準
の
う
ち
、
と
く
に
「
被
害
者
遺

族
の
感
情
」
を
重
視
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
働
く
の
で
あ
る
。

三　

被
害
者
（
遺
族
）
と
刑
事
司
法

　

犯
罪
被
害
者
遺
族
が
「
死
刑
に
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
感
情
を
抱
く
の
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
愛
す
る
人
を
残
忍

な
形
で
失
っ
た
の
で
あ
り
、
被
害
者
の
声
は
ま
さ
に
魂
の
叫
び
で
あ
る
。
被
害
者
の
手
記
を
読
む
と
、
加
害
者
へ
の
復
讐
感
情
が
湧

き
出
る
こ
と
を
押
し
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
被
害
者
と
い
う
私
人
の
応
報
感
情
で
あ
り
、
国
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家
刑
罰
権
は
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
自
明
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
私
的
な
レ
ベ
ル
と
公

的
な
レ
ベ
ル
と
い
う
段
階
の
差
が
あ
り
、
問
題
は
、
そ
の
差
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
埋
め
る
た
め
の
適
切
な
手
段
は
何
か

と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
刑
罰
権
が
被
害
者
の
応
報
感
情
の
み
で
行
使
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
以
上
、

刑
事
司
法
に
お
い
て
被
害
者
感
情
が
完
全
に
充
足
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
は
、
個
々
の
被
害
者
感
情
は
、
客
観
的
被

害
者
感
情
と
し
て
類
型
化
・
一
般
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
法
の
世
界
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
も
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
被
害
者
感
情
を
表
明
す
る
公
共
の
場
と
し
て
刑
事
司
法
と
メ
デ
ィ
ア
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
問
題
は
、
被
害
者
感
情
＝
応
報
＝
死
刑
存
置
と
い
う
等
号
が
絶
対
的
な
も
の
か
ど
う
か
に
あ
る
。
被
害
者
感
情
が
応
報

と
結
び
つ
く
の
は
、
犯
罪
以
前
の
状
態
へ
の
回
復
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
反
射
的
効
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
応
報
感
情
の
充
足
の
前
に
、
回
復
感
情
の
充
足
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
点
に
こ
そ
、
被
害
者
保

護
の
実
質
的
課
題
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
刑
こ
そ
被
害
者
保
護
に
な
る
と
い
う
短
絡
的
思
考
が
流
布
し
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
こ
の
思
考
に
よ
れ
ば
、
死
刑
に
よ
っ
て
被
害
者
保
護
は
完
全
に
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
幻
想
で
あ
る
。
死
刑
制

度
は
、
適
切
な
被
害
者
保
護
施
策
の
実
現
を
阻
む
も
の
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
。

四　

応
報
か
ら
修
復
・
回
復
へ

　

わ
が
国
で
は
、
刑
罰
の
本
質
を
応
報
と
解
す
る
考
え
方
が
有
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
は
、
犯
罪
に
対
す
る
反
作
用
と
し
て
、

刑
罰
を
科
す
こ
と
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
「
目
に
は
目
を
」
と
い
う
正
義
論
を
基
礎
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
回
顧
的
な
刑
罰
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
応
報
の
意
味
は
多
義
的
で
あ
り
、
形
而
上
学
的
な
国
家
的
応
報
、

罪
刑
の
均
衡
を
意
図
す
る
応
報
、
自
己
の
内
的
な
純
化
プ
ロ
セ
ス
を
問
題
と
す
る
贖
罪
と
し
て
の
応
報
な
ど
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
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よ
れ
ば
、
刑
罰
は
、
法
の
否
定
の
否
定
で
あ
り
、「
法
の
回
復
」
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
う
な
る
と
、
応
報
刑
論
も
何
ら
か

の
目
的
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。「
法
的
平
和
の
回
復
」
と
い
う
考
え
方
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
思
想
が
基
礎
に
あ
る
だ
ろ
う
。

無
目
的
な
絶
対
的
な
応
報
刑
論
は
、
絶
対
的
な
国
家
論
を
前
提
と
す
る
が
ゆ
え
に
妥
当
で
は
な
く
、
刑
法
規
範
の
目
的
が
法
益
保
護

に
あ
る
と
解
す
る
以
上
、
刑
罰
は
何
ら
か
の
社
会
的
目
的
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、「
罪
刑
の
均
衡
」、「
非
難
可
能
性
と
し
て
の
責
任
」
な
ど
の
概
念
も
、
刑
法
の
基
礎
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
内
容
は
、
依
然
と
し
て
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
危
険
性
も
あ
る
。
刑
罰
は
、
あ
や
う

い
土
台
の
上
に
存
立
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
修
復
的
正
義
（
司
法
）
は
、
犯
罪
を
人
々
の
関
係
の
侵
害
と
把
握
し
、
被
害
者
、
加
害
者
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

関
与
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
修
復
・
回
復
を
目
指
す
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
刑
事
司
法
の
補
完
的
役
割
を
果
た
し
得
る
も
の
で
あ
る）4
（

。
各

当
事
者
は
修
復
的
司
法
シ
ス
テ
ム
に
任
意
に
参
加
し
、
う
ま
く
い
か
な
い
場
合
に
は
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
に
戻
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
修
復
的
司
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
訓
練
さ
れ
た

仲
介
者
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施
さ
れ
、
こ
の
場
で
こ
そ
感
情
の
ぶ
つ
か
り
合
い
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
直
接
対
話
が
不
可
能
な
事
案
で
あ
れ
ば
、
代
理
人
等
に
よ
る
間
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
。
要
す
る

に
、
修
復
的
司
法
は
、
事
件
に
関
わ
る
様
々
な
人
々
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
る
場
を
提
供
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
架
橋
し

よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
る
刑
事
司
法
と
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
る
修
復
的
司
法
と

が
相
俟
っ
て
犯
罪
問
題
の
解
決
に
向
か
う
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
刑
事
司
法
が
、
規
範
的
な
「
法
的
平
和
」
を
志
向
す
る

の
に
対
し
て
、
修
復
的
司
法
は
、
事
実
的
な
「
法
的
平
和
」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

修
復
的
司
法
の
観
点
に
よ
れ
ば
、
加
害
者
の
責
任
と
は
、
被
害
者
の
回
復
・
再
生
の
た
め
に
何
ら
か
の
措
置
を
果
た
す
こ
と
に
あ
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り
、
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
責
任
さ
ら
に
は
メ
デ
ィ
ア
の
責
任
は
、
被
害
者
の
苦
し
み
を
共
有
し
支
援
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
加

害
者
に
厳
罰
を
科
す
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

五　

被
害
者
関
係
的
刑
事
司
法
か
ら
修
復
的
司
法
へ

　

刑
事
司
法
の
中
に
犯
罪
被
害
者
を
包
含
す
る
方
向
に
は
、
二
つ
の
道
筋
が
あ
り
、
一
つ
が
「
懲
罰
的
な
被
害
者
（
権
利
）
モ
デ
ル

（
被
害
者
関
係
的
刑
事
司
法
）」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
「
非
懲
罰
的
な
被
害
者
（
支
援
）
モ
デ
ル
（
修
復
的
司
法
）」
で
あ
る
。
被
害
者

参
加
制
度
な
ど
は
、
前
者
の
実
現
と
い
う
方
向
性
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
被
害
者
関
係
的
刑
事
司
法
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
死
刑
廃

止
へ
の
道
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
絶
望
的
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

犯
罪
被
害
者
に
当
事
者
的
地
位
を
与
え
る
と
し
た
ら
、
刑
事
司
法
と
は
別
個
の
修
復
的
司
法
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
そ
れ
は
実
現

可
能
で
あ
ろ
う
。
修
復
的
司
法
に
お
い
て
は
、
犯
罪
被
害
者
は
主
体
的
地
位
を
獲
得
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

被
害
者
参
加
制
度
は
、
被
害
者
の
生
の
声
を
考
慮
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
検
察
官
の
介
在
と
裁
判
所
の

許
可
と
い
う
制
約
が
あ
り
、
ま
た
、
弁
論
と
し
て
の
意
見
陳
述
は
証
拠
と
さ
れ
な
い
な
ど
、
結
局
、
被
害
者
の
生
の
声
を
出
す
こ
と

は
で
き
ず
、
そ
こ
に
は
、
二
次
被
害
の
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
被
害
者
参
加
制
度
は
、
被
害
者
が
事
件
の
真

相
、
情
報
を
知
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
刑
事
司
法
の
枠
内
で
は
制
約
が
あ
り
、
こ

こ
で
も
二
次
被
害
の
可
能
性
の
存
在
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

刑
事
司
法
に
お
い
て
は
、
事
件
の
法
的
関
連
性
が
問
題
と
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
い
わ
ば
、
法
的
な
対
話
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
被
害
者
の
生
の
声
、
事
件
の
真
相
ア
ク
セ
ス
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
修
復

的
司
法
に
お
い
て
は
、
人
間
的
対
話
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
件
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
る
。
修
復
的
司
法
で
は
、
法
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的
な
関
連
性
で
は
な
く
、
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
関
連
性
が
中
心
的
テ
ー
マ
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
被
害
者
（
遺
族
）
は
修
復
的
司
法
に

参
加
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
成
果
が
刑
事
司
法
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
何
ら
の
成
果
も
得
ら
れ
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
刑
事
司
法
に
お
い
て
「
法
的
対
話
」
の
世
界
に
委
ね
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
、
人
間

的
対
話
は
刑
事
司
法
の
原
理
に
よ
っ
て
削
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
「
懲
罰
的
な
被
害
者
（
権
利
）
モ
デ
ル
（
被
害
者
関
係
的
刑
事
司
法
）」
の
実
現
に
限
界
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
犯
罪
被
害
者
の
ニ
ー

ズ
が
十
分
に
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
も
う
一
つ
の
選
択
肢
で
あ
る
「
非
懲
罰
的
な
被
害
者
（
支
援
）
モ
デ
ル
（
修
復
的
司
法
）」

の
実
現
の
可
能
性
も
考
慮
に
値
す
る
課
題
と
な
ろ
う
。
被
害
者
・
加
害
者
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
れ
ぞ
れ
の
回
復
と
相
互
の
関
係
修
復

へ
向
か
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
、
刑
事
司
法
と
は
別
個
に
か
つ
そ
れ
に
関
連
さ
せ
て
構
築
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六　

こ
れ
か
ら
の
課
題

　

被
害
者
感
情
が
死
刑
存
置
に
向
か
う
要
因
は
、
被
害
者
支
援
の
不
十
分
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
無
責
任
性
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
支
援
の
充
実
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
構
成
す
る
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
が
被
害
者
を
支
え
る
と
い
う
社
会

の
構
築
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
死
刑
廃
止
に
至
り
得
る
唯
一
の
道
で
あ
ろ
う
。

　

具
体
的
な
施
策
と
し
て
は
、
終
身
刑
の
導
入
も
考
慮
に
値
す
る
問
題
で
あ
る
。
被
害
者
に
と
っ
て
、
か
り
に
、
対
話
な
ど
の
修
復

的
司
法
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
果
が
加
害
者
の
刑
や
処
遇
に
影
響
を
与
え
、
仮
釈
放
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
と
い
う
危
惧
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
を
導
入
し
、
刑
務
所
内
に
お
い
て
修
復
的
司
法
を

実
現
し
て
い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
も
実
現
可
能
性
が
あ
ろ
う）5
（

。
刑
務
所
に
お
い
て
、
受
刑
者
は
、
一
生
か
か
っ
て
、
被
害
者
（
遺

族
）
の
再
生
・
回
復
に
向
け
て
償
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
た
め
に
は
、
刑
務
所
に
お
け
る
処
遇



20

法学研究 86 巻 6 号（2013：6）

を
被
害
者
志
向
的
に
行
う
必
要
が
あ
り
、
基
本
的
に
懲
罰
的
で
あ
る
刑
務
所
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
が
必
要
と
な
る
。

　

し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
行
刑
段
階
に
至
っ
て
は
じ
め
て
対
話
な
ど
の
修
復
的
司
法
を
実
施
す
る
の
で
は
な

く
、
刑
事
手
続
の
各
段
階
に
お
い
て
、
対
話
の
場
を
設
け
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
警
察
段
階
で
は
、

「
少
年
対
話
会
」
と
い
う
制
度
が
存
在
し
て
い
る
の
も
一
つ
の
参
考
と
な
ろ
う）6
（

。
刑
事
司
法
と
修
復
的
司
法
を
車
の
両
輪
と
し
て
展

開
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
）　

死
刑
存
廃
論
に
つ
い
て
、
向
江
璋
悦
『
死
刑
廃
止
論
の
研
究
』（
一
九
五
二
年
）、
斎
藤
静
敬
『
死
刑
再
考
論
』（
一
九
六
七
年
）、
三

原
憲
三
『
死
刑
存
廃
論
の
系
譜
［
五
版
］』（
二
〇
〇
三
年
）、
団
藤
重
光
『
死
刑
廃
止
論
［
六
版
］』（
二
〇
〇
〇
年
）、「〈
特
集
〉
死
刑
制

度
の
現
状
と
展
望
」
現
代
刑
事
法
三
巻
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六
頁
以
下
、
井
上
薫
編
著
『
裁
判
資
料　

死
刑
の
理
由
』（
一
九
九
九
年
）、

『
量
刑
法
の
総
合
的
検
討
［
松
岡
古
稀
］』（
二
〇
〇
五
年
）、
森
達
也
『
死
刑
』（
二
〇
〇
八
年
）、
森
達
也
・
藤
井
誠
二
『
死
刑
の
あ
る
国

ニ
ッ
ポ
ン
』（
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
参
照
。

（
2
）　

本
件
に
つ
き
、
墨
谷
葵
「
判
批
」『
昭
和
五
八
年
度
重
要
判
例
解
説
』
一
五
二
頁
参
照
。

（
3
）　

本
件
に
つ
き
、
平
川
宗
信
「
判
批
」『
平
成
一
八
年
度
重
要
判
例
解
説
』
一
六
一
頁
参
照
。

（
4
）　

ハ
ワ
ー
ド
・
ゼ
ア
（
西
村
春
夫
・
細
井
洋
子
・
高
橋
則
夫
監
訳
）『
修
復
的
司
法
と
は
何
か
』（
二
〇
〇
三
年
）
一
九
五
頁
以
下
参
照
。

修
復
的
司
法
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
高
橋
則
夫
『
修
復
的
司
法
の
探
求
』（
二
〇
〇
三
年
）、
同
『
対
話
に
よ
る
犯
罪
解
決
』（
二
〇
〇

七
年
）
参
照
。
わ
が
国
に
お
け
る
修
復
的
司
法
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
細
井
洋
子
・
西
村
春
夫
・
高
橋
則
夫
編
『
修
復
的
正
義
の

今
日
・
明
日
︱
後
期
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
新
し
い
人
間
観
の
可
能
性
︱
』（
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
5
）　Edgar=N

ew
ell, Restorative Justice in Prisons, 2006, 

長
谷
川
裕
寿
「
殺
人
と
修
復
的
司
法
」
前
掲
『
修
復
的
正
義
の
今

日
・
明
日
︱
後
期
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
新
し
い
人
間
観
の
可
能
性
︱
』
八
八
頁
以
下
、
太
田
達
也
「
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
修
復
的
司
法

と
矯
正
の
取
組
み
（
前
）（
後
）」
刑
政
一
一
二
巻
八
号
二
〇
頁
以
下
、
同
巻
九
号
五
八
頁
以
下
（
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
6
）　

高
橋
則
夫
「『
少
年
対
話
会
』
の
意
義
と
限
界
︱
修
復
的
司
法
の
可
能
性
︱
」
早
稲
田
大
学
社
会
安
全
政
策
研
究
所
紀
要
二
号
（
二

〇
一
〇
年
）
三
三
頁
以
下
参
照
。  


